
自宅に現金を保管しているかを確認する電話

百貨店やデパート、大型家電量販店をかたり、

キャッシュカードの交換を求める電話

警察や銀行協会をかたり、キャッシュカード

の交換を求める電話

キャッシュカードの暗証番号を聞き出す電話

民事訴訟の最終通告をするなどというハガキ

特に最近、自宅に現金が保管されていることを伝え、その後に

強盗に入られる事案が発生しています。

見知らぬ電話では、個人情報を伝えないよう十分注意しましょう！

不審な電話があった場合には、すぐに

振り込め詐欺相談専用ダイヤル

０１２０－４９４－５０６
（土日祝日、年末年始を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで）

もしくは、

八千代警察署 ０４７－４８６－０１１０
に相談してください。


